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鹿児島教区通達第 5弾

新型コロナウイルス感染防止対策について

小教区主任司祭

信者の皆さま

十 主の平和

ご承知の通 り、全世界は現在、新型 コロナウイルスの爆発的感染の恐怖に,西 されています。日本

も例外ではありません。 日本は現在、政府による「外出自粛要請」発布 と「緊急事態宣言」の発布

の中間にいるといえます。

「外出自粛要請」とは 「不要不急の外出」は控えるようにとの要請です。この場合は、「不要 。

不急」の用事 とは何かの決定は、本人の自由意思に任 されています。

一方、集会や会合を開く場合、①閉鎖空間、②身体の濃厚接触、③長時間の近距離の対話、この

3つの条件を完全に回避するように勧告 しています。

鹿児島県では、現時点で他県に比べて感染者の数は少ないためか、感染拡大に対する危惧の念が

薄いように思います。

そこで、私は鹿児島教区長 として、次の通達を発布いたします。

1.全 小教区において今年の聖週間の典礼は非公開にする。

2.各 人は、家庭で信仰の核心である、イエスの死 と復活の神秘を黙想 し、感染終息のために

希望を失わないで祈る。

3.す べての死者、特に新型コロナ ウイルスで亡くなつた方々のために祈る。

4.現 在、感染者の救済のために英雄的に尽力 している医療従事者のために祈る。

5.感 染拡大を最小限に抑えるために、健康な人々が、欲望を抑え、自己犠牲の精神を実践で

きるように祈る。

特別な注意事項

現在、鹿児島教区では、主 日のミサの実施については、各主任司祭の裁量にゆだねています。 し

たがつて、「ミサ中止」ではなく、「公開ミサ中止」あるいは 「ミサ 自粛」 とい う意味です。これ

は、それぞれの小教区が慎重な討議の上、決定 したことです。従つて自分の教会で ミサがないと

い う理由だけで ミサのある教会に行かないようにしてください。「公開ミサ」を中止 した理由を尊

ミサを中止 した理由がなくな ります。

2020年 4月 1 日

鹿児島教区長

野 ム颯
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重してください。そうでない
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